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独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
六
十
三
回
国
会
閣
法
第
九
号
）

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う

）
を
、
よ
り
自
主
性
・
自
律
性
の
高
い
業

。

務
・
組
織
運
営
が
確
保
さ
れ
る
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
、
い
わ
ゆ
る
非
公
務
員
型
の
独
立
行
政
法
人
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
機
構
を
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
と
す
る
規
定
を
削
除
す
る
。

二
、
機
構
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
に
対
し
て
職
務
上
の
秘
密
に
対
す
る
保
持
義
務
を
課
す
る
。

三
、
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
機
構
の
役
員
及
び
職
員
を
法
令
上
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な
す
。

四
、
秘
密
保
持
義
務
に
違
反
し
て
、
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
者
に
対
す
る
罰
則
を
設
け
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


